
<声 明>

保険医療指導監査に係る厚生労働省の考え方について

平成 22年 7月 22日 、厚生労働省は全職員を対象に実施した「政策コンテス ト」の

結果を発表した。応募 81件のうち、7件が二次選考の対象となつた。

このうち、保険局医療指導管理官による「保険医療指導監査部門の充実強化」の提

案は表彰外となったが、その内容は、犯罪を前提に刑事 (犯罪捜査)の考え方や手法

を導入するというものであり、法の趣旨を逸脱し、かつ、保険医および保険医療機関

を容疑者扱いし愚弄するものである。

このような内容の提案を二次選考の対象とした厚生労働省の考え方は問題であり、

極めて遺憾であるとともに、医療機関及び医療従事者の医療に対する真摯な意欲を損

なうものであることから、厚生労働省の基本的考え方の是正を要求する。

また、医療指導監査官は指導監査のプロであるべきで、犯罪捜査、取り調べのプロ

である必要はない。指導監査の経過で犯罪が疑われれば、その段階で刑事捜査をする
べきである。これに関しては当然のことであり、反対するものではない。

なお、同提案における警察官の導入の理由として、監査拒否、告発が効果ないこと
への対応と、厚生労働省の組織の活性化と職員の資質の向上を図ることを挙げている

が、本末転倒の論理の展開である。

保険医療指導監査と犯罪捜査を同一視する考え方の是正を要求するとともに、強く

抗議する。
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平成 22年 9月 24日

四病院団体協議会
「<声明>保険医療指導監査に係る厚生労働省の考え方について」

の問い合わせ先について

本件に関する問い合わせにつきましては、以下へお願いいたします。

連絡先 :社団法人全日本病院協会 事務局 浦川・祝

TEL 03-3234-5165
FAX 03-3237-9366


